
（環境省R2ー26）

基準年度 目標年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

- - - - - - －

899,144 895,010 909,082 905,138 -

- - - - - - -

1(7) 5(1２) ０（12） 3（15） 2（17）

733,000 686,000 684,000 679,000 674,000 － －

686,427 684,096 679,732 674,752 -

355,702 365,236 362,752 371,145 375,223 － －

361,620 359,160 367,470 371,508 -

- - - - - - －

16 16 17 18 19

－ － － － － － -

11 11 12 12 12

- - - - - 設定不能 -

490万人 564万人 600万人 694万人 667万人

令和２年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 5-5.自然とのふれあいの推進 担当部局名

自然環境局
国立公園課
国立公園利用推進室
自然環境整備課

　　　作成責任者名
　　　　(※記入は任意）

国立公園課長
熊倉　基之
国立公園利用推進室長
中島　尚子
自然環境整備課長
山口　富夫

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
豊かな自然とのふれあいや休養などの国民のニーズに応えるため、持続可能な自然資源の保全を図りつつ、安全で快
適な自然とのふれあいの場の提供やふれあい活動をサポートする人材の育成を行う。

政策体系上の
位置付け

5.生物多様性の保全と自然との共生の推進 

達成すべき目標
安全で快適な自然とのふれあいの場を提供しつつ、ふれあい活動をサポートする人材を育成す
ることでエコツーリズムを推進し、自然とのふれあいの質の向上を図る。また、貴重な自然資源
である温泉の保護と適正な利用を図る。

目標設定の
考え方・根拠

自然公園法
エコツーリズム推進法
エコツーリズム推進基本方針
温泉法

政策評価実施予定時期 令和２年９月

自然とのふれあいの機会を増加させるため、自然公園の年間利用者数を評価す
る。

2
エコツーリズム推進法に基
づく全体構想の認定数（括
弧内は総数）

- H20年度 （47） R10年度
全体構想の認定数が増加することは、エコツーリズムの推進に直接的に結びつ
き、自然と人の共生について国民の意識の向上を図ることに繋がる。

1
自然公園の年間利用者数の
推移（千人）※暦年

- - - -

温泉資源が保護され、適正に利用されているかは自然の産物である「温泉の自噴
湧出量」を把握することで定量的に把握することが可能となるため。

4
国立公園・国民公園年間
利用者数の推移（千人）

- -
前年度比

１%増
-

自然とのふれあいの機会を増加させるため、国立公園・国民公園の年間利用者数
を評価する。

3 温泉の自噴湧出量（Ｌ/分） 651,265 S45年度
前年度の
水準を維

持
-

自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生を図るため、国立公園におけ
る自然再生事業推進のための実施計画数を評価する。

6
国指定鳥獣保護区におけ
る保全事業実施計画数

- - 12 R2年度
自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生を図るため、国指定鳥獣保
護区における保全事業実施計画数を評価する。

5
国立公園における自然再
生事業推進のための実施
計画数

- - 16 R2年度

・政府の「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき実施している「国立公園満喫プ
ロジェクト」において、2020年に向けた目標を掲げてきた一方、新型コロナウイルス
の影響により外国人観光客の入国について現時点で見通せず、現時点で今年度の
目標値として設定不能なため。

7
国立公園訪日外国人利用
者数

490万人 H27年度 設定不能 R2年度

別紙１



当初予算額

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

(1)
エコツーリズム総合推進事
業費
（平成16年度）

15
（６）

7
（4）

7
（5）

5 2 243

(2)
自然公園等事業費等
（平成6年度）

16,020
（13,648）

12,890
（11,463）

17,935
（13,225）

9,825 4,5,6 245

(3)
温泉の保護及び安全・適
正利用推進事業
（平成18年度）

 23
（17）

19
（17）

23
（19）

25 3 244

(4)
自然公園等利用ふれあい
推進事業
（平成19年度）

10
（9）

9
（9）

9 9 1,4    246

(5)

国立公園におけるユニ
バーサルデザインプロジェ
クト事業
（平成28年度）

0 0 0 0 1,4    事業終了

(6)

国立公園満喫プロジェクト
推進事業
（平成28年度補正）

５４７
（４０８）

380
（374）

512
（469）

540 1,4,7 218

16,615
(14,086）

13,305
(11,867）

18,486
(13,718）

10,404
(-）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額） 関連する
指標

達成手段の概要等
令和2年

行政事業レビュー
事業番号

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

生物多様性国家戦略2012-2020、観光ビジョン実現プログラム2019

＜達成手段の概要＞
エコツーリズム推進法に定められている国の責務である全体構想の認定、周知、技術的助言、情報収集、広報活動等を所管省庁と連携して実施する。
＜達成手段の目標＞
エコツーリズム推進全体構想認定数が各都道府県に１以上となるよう、エコツーリズムの推進を図る。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
エコツーリズムの推進を図ることで、持続可能な利用が図られる「自然と共生する社会」の実現に寄与する。

＜達成手段の概要＞
国立公園等において自然環境の保全や消失・変容した自然生態系の再生を図るとともに、国立公園等の保護上及び利用上重要な事業（登山道、避難
小屋、木道、植生復元施設、山岳トイレ等の整備）並びに国民公園等の施設整備を実施し、維持管理を行うもの。
＜達成手段の目標＞
国立公園等における優れた自然風景地等の保護と、利用の増進を図る。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
自然公園等事業を通じて、国立公園等における優れた自然風景地等の保護と利用を図るとともに、安全で快適な自然とのふれあいの場の提供に寄与
する。

＜達成手段の概要＞
温泉の保護や可燃性天然ガスによる災害の防止、温泉の適正利用等、温泉法の適正な執行を図るための調査を行う。
＜達成手段の目標＞
温泉法に基づき都道府県等が行う許可の判断基準等に関連する事項を策定し、技術的助言を実施することにより、温泉の保護及び適正な利用を推進
する。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
当該事業を通じて、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止、温泉の適正利用を推進するとともに、安全で快適な自然とのふれあいの場の提供
に寄与する。

<達成手段の概要>
国立公園等において、重点推進期間等における自然とのふれあい行事を実施するとともに、利用者指導等をおこなう自然公園指導員及び自然解説等
をおこなうパークボランティアの技術向上のために研修等を実施する。
<達成手段の目標>
自然とのふれあいの機会・情報の提供等により、自然環境保全に関する理解の深化、各種取組への意欲の増進、適正利用の促進等を図る。
<施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容>
自然とのふれあいの機会及び情報提供等は直接的に自然とのふれあいを推進することに寄与する。

<達成手段の概要>
ICTを活用した情報発信の充実等により国立公園のユニバーサルデザイン化を図る。
<達成手段の目標>
訪日外国人や高齢者及び障がい者など、誰もが快適に過ごせる国立公園となるよう、ソフト面でのユニバーサルデザイン化を図る。
<施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容>
国立公園の魅力向上により、利用者数の増加をはじめ、地域の観光振興・活性化に寄与する。

＜達成手段の概要＞
政府の「明日の日本を支える観光ビジョン（平成28年3月）」に基づき、国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化するた
め、「国立公園満喫プロジェクト」として、まずは８箇所の国立公園で、保護すべきところは保護しつつも、利用の推進を図るための取組を
先行的、集中的に推進する。また、８公園の個々の事例やノウハウを他の公園に情報提供するなどして横展開する。
＜達成手段の目標＞
 2015年に490万人であった訪日外国人国立公園利用者数の増加（令和２年度は目標設定不能）。
＜施策の達成すべき目標（測定指標）への寄与の内容＞
国立公園の持続可能な利用を促進し、利用による地域への経済的効果の波及に伴い、地域に観光資源としての自然環境の価値を認識
してもらうことで、自然との共生の推進に寄与する。


